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《 北米産大豆 》 

１８／１９年 世界及び米国大豆生産予測・需給予測 

 米国農務省がこのほどまとめた、１８／１９年度の世界大豆生産・需給予測によれば、生産

量は中国とインドで増加した一方で、米国とアルゼンチンが減少したことで前月比２.０％減

の３億６，７５０万トンとなりました。 

生産量は前月から減少したものの、期初在庫が上方修正されたことや、搾油需要の減少など

により、期末在庫量は前月比２.０％増の 1 億１，２０８万トンと上方修正となり、３か月連

続で 1億トンの大台を突破しています。 

 また、同日発表された米国大豆生産・需給予測によると、単収が減少したことで生産量は 

前月比２.４％減の１億２，５１８万トンとなりました。 

国内での消費量は増加しているものの、輸出量が大幅に減少したことで在庫率が前回比２.

５％増の２３.３％に上方修正されています。 

 

１８/１９年産 世界大豆生産・需給予測 

生 産 量 ３億６，７５０万ｔ （対前年比     ８.５％増） 

消 費 量 ３億５，１９４万ｔ （対前年比     ４.５％増） 

期末在庫量 １億１，２０８万ｔ （対前年比    １２.４％増） 

期末在庫率 ３１.８％      （対前年度差 ２.２ポイント増） 

１８/１９年産 米国大豆生産・需給予測 

生 産 量 １億２,５１８万ｔ （対前年比     ４.３％増） 

消 費 量 ６，００８万ｔ   （対前年比     １.９％増） 

輸 出 量 ５，１７１万ｔ   （対前年比    １０.８％減） 

期末在庫量 ２，６００万ｔ   （対前年比   １１８.１％増） 

期末在庫率 ２３.３％     （対前年度差 １３.１ポイント増） 

 

 

〇１１月１１日現在の米国大豆収穫率、前年・平年比で下回る―米農務省 

 米農務省が１３日発表した、１１月１１日現在の米国大豆収穫率は、主要１８州平均で 

８８％（前週８３％、前年９３％、平年９３％）と前年・平年比でともに５ポイント下回る 

ペースとなっています。 

 

〇１８年産カナダ大豆生産、３％減の７５２万ｔを予測 

 カナダ農務・農産食品省によると１８年産カナダ大豆の生産量は３％減の７５２万ｔを予想

しています。単収は増加見通しにあるものの、作付・収穫面積が前年を下回るため、生産量が

減少すると予測しています。 
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〇ブラジル大豆主要産地で降雨続く、アルゼンチン中部でも恵みの雨 

 米農務省の週間天気と作物調査によれば、１０月２８日～１１月３日の週、南米ブラジルで

は広い範囲において局所的な激しい降雨により、大豆などの夏季作物の生育にとって好ましい

状態が続いています。主要産地の大豆作付率は順調に進んでおり、一部の週では過去５年平均

よりも２５ポイント早いペースとなっています。 

 アルゼンチンでは、中部の穀倉地帯において恵みの雨が続き、発芽期を迎えている夏季作物

の生育を改善しました。アルゼンチン政府によれば、１１月１日時点の大豆の作付率は４５％

と、前年の３５％と比較し、早い進捗となっています。 

     

《 トピックス 》 

〇ＮＯＮ－ＧＭＯ表示、「不検出」に限る厳格化方針変わらず 

 消費者委員会の食品表示部会はこのほどＧＭＯ（遺伝子組み換え）表示の改正案について審

議し、いわゆるＮＯＮ－ＧＭＯ表示に関して、現行のＧＭＯの意図せざる混入を５％まで許容

する制度から、「混入がないと認められる」場合に限る厳格化方針は変わらないことを確認し

ました。 

 改正案によれば、分別生産流通管理を実施し、ＧＭ農産物の混入を５％以下に抑えているも

のについては、分別生産流通管理をしていることを表示することを求めており、現行通りＮＯ

Ｎ－ＧＭＯ表示（遺伝子組み換えでない）を行うには、ＧＭ農産物が不検出の場合に限り認め

るとしています。 

 また、分別生産流通管理をしていない原料を使用している場合は、「遺伝子組み換え不分別」

ではなく、分別していない旨を原材料名の次にカッコ書きで説明する必要があるとしました。 

なおＩＰハンドリングという表現は、消費者にとって分かりにくいことから、分別生産流通管

理という表現に統一することを求めています。 

 このほか、事業者による第三者分析機関による検査は有効ですが、それを任意表示の必須条

件とはしておらず、ＧＭ農産物の混入がないことの確認方法は、行政の行う科学的検証におい

て判断するとしています。事業者による分析依頼先は自主性に任せ、特定の分析機関を指定し

ないとしています。ただし、行政が行う科学的検証で、使用する原料農産物に遺伝子組み換え

農産物が含まれることが確認された場合は、「非遺伝子組み換え」という表示は不適正と判断

されます。 

 なお表示の移行期間は、事業者の実行可能性や消費者への周知活動を十分に実施する観点か

ら、２３年３月３１日までとし、２３年４月１日以降に製造・加工・輸入されるものは、改正

後の表示制度に基づく必要があるとしています。 

 最後に改正案に対する意見募集を１１月８日まで実施しており、それが終了し、集計・整理

される１２月の会合から改めて審議に入るとしています。 


